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１．はじめに 

大阪府（以下「府」という。）では、成長産業特別集積区域（以下「成長特区区域」

という。）への「新エネルギー」や「ライフサイエンス」といった成長産業の集積を目

的とする「成長特区税制」や、産業集積促進地域（以下「産業集積地域」という。）に

中小企業の集積を促進する「産業集積促進税制」、「府内投資促進補助金」などの税制

優遇制度や補助制度を運用してきた。 

一方、全国的に産業用地は減少傾向にあり、府が指定する成長特区区域及び産業集積

地域においても集積可能な用地は極めて限定的な状況にある。また、最近の企業の投資

動向を見ると、「建物や設備等の高付加価値化に向けた再投資」の動きが活発になって

いるが、成長特区区域及び産業集積地域以外では府の支援施策が無いことから、まちづ

くりの主体となる市町村の立地施策との連携が不十分であるとともに、再投資を機とし

た府外への企業流出につながる恐れもあり、今後、万博開催を機とした大阪の成長を持

続させるためにも、企業立地優遇制度の見直しが必要となっている。  

こうした点を踏まえ、府から企業立地の促進をはじめとする大阪の成長に資する企業

の投資の促進に関する政策及び有効な具体的方策として、「成長特区税制」、「産業集

積促進税制」及び「府内投資促進補助金」の見直しの方向性について諮問がなされたた

め、本審議会において審議を行った。 

 

 

２．審議の進め方 

審議に当たっては、府を取り巻く企業の立地状況や投資動向等を踏まえた上で、各優

遇制度の概要や運用状況、現行制度の課題等について事務局から説明聴取を行い、これ

に基づき審議を行った。 

今回の審議対象となる企業立地優遇制度には、成長産業に関する成長特区税制と産業

集積に関する税制・補助金があり、それぞれ対象地域や対象者等の規定内容が異なるこ

とから、制度ごとに現状及び課題を確認したうえで、審議会としての今後めざすべき方

向性について審議することとした。 

審議経過は以下のとおりである。 

大阪府企業立地等投資促進審議会 審議経過 

 

第１回（令和７年６月 18日） 

 ○企業立地優遇制度の見直しについて 

  （現行制度の課題等について） 

 

第２回（令和７年７月２日） 

 ○企業立地優遇制度の見直しについて 

  （新たな制度の方向性について） 

 

第３回（令和７年７月 29日） 

 ○「企業立地制度優遇の見直しの方向性について（答申案）」について 
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３．成長特区税制について 

（１）現状について 

成長特区税制は、平成 24年 11月に関西イノベーション国際戦略総合特区に指定され

た区域を成長特区区域とし、「新エネルギー分野」と「ライフサイエンス分野」に係る

成長産業を集積すべく制度を創設。その後、平成 28年に制度を一部改正し、府独自で成

長特区区域の指定を行える要件を規定するとともに、支援対象とする技術として、新エ

ネルギー分野に水素技術を、ライフサイエンス分野に健康関連の技術を追加した。 

制度創設以降、25社の成長産業事業計画を認定（うち５件認定取消、１件事業廃止）

し、約９億５千万円の税の軽減措置を講じたところ。 

成長産業として集積した企業による投資額（予定を含む）は 1,000 億円を超えるとと

もに、約 650人の新規雇用（予定を含む）が生み出されている。また、現時点の成長特

区区域における分譲可能用地は約 1.6haを残すのみとなっており、成長産業の集積が図

られたものと考えられる。（資料編１ 11頁参照） 

 

（２）課題について 

成長特区税制における課題として、大きく２点考えられる。 

① 支援対象分野について 

現行制度では、支援対象分野を「新エネルギー分野」と「ライフサイエンス分野」に

限定している。 

一方、生産年齢人口の減少による人手不足への対策や、国際調達に欠かせない脱炭素

やサーキュラーエコノミーといった環境配慮型への生産構造の転換、働きやすい環境を

整えるためのウェルビーイングの追求など、さまざまな社会課題がある中、その解決に

は、多岐にわたる分野において、新たなイノベーションの加速が必要となる。 

その中で、新たなイノベーションを生み出すものとして、例えば、人手不足対策には

生成 AIの活用などが考えられ、新たな成長分野としての可能性が大いに期待されている

が、現行制度ではこうした新たな成長分野への投資を支援できない点が課題として挙げ

られる。 

 

② 成長特区区域について 

既存の成長特区区域では、新たに立地できる用地が極めて限定的であり、事業拡充に

向けた、立地・投資を検討しても成長特区区域内では、ほぼ実現の可能性が無い状況に

ある。このため、対象となる企業は区域外で対応せざるを得ず、こうした事象は、産業

集積の流れを阻害するだけでなく、企業の府外流出につながる恐れも懸念されるところ

である。 

また、従来の産業集積は、特定の地域に限定し局地的な集積を図ることが多かった

が、現在のサプライチェーンやビジネスエコシステムを見ると、ある程度の広域的な産

業集積が見られるところ。特に、大阪府内はスムーズに移動が可能であることから、府

内での立地であれば既存の成長特区区域における中核となる研究機関等とのつながりは

十分確保できるものと考える。 
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（３）制度見直しにおいてめざすべき方向性について 

事務局からの説明を踏まえ、審議会として成長特区税制の見直しにおいてめざすべき

方向性を以下のとおりと考える。 

① 支援対象分野を追加すべきである 

科学技術・イノベーションは、国力の源泉であり、経済成長を加速させ、社会課題を

解決する原動力であり、国では「第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和３年

３月 26日閣議決定）」の実行計画として「統合イノベーション戦略」（以下「国戦略」

という。）を策定し、先端科学技術のうち、戦略的に推進する分野を重要分野と位置付

け、基盤技術分野と応用分野に分け示されている。 

また、国戦略では、国内における人手不足の深刻化に伴い、ＡＩ・ロボティクスによ

る自動化・省力化を通じた生産性向上への対応が急務となっていることなどを踏まえ、

科学技術・イノベーションが果たす役割が一層重要とされている。大阪府でも、生産年

齢人口は 1995年をピーク（642万人）に減少し、2035年には 500万人を下回る予測が示

されている。このような状況のなかで、大阪・関西万博後の成長をめざす大阪府として

も生産性の向上は急務であり、科学技術の力で産業のイノベーションを創出することは

不可欠であることから、成長特区税制における成長分野の拡充にあたっては、国戦略が

掲げる重要分野を基本にすべきである。 

 

◆統合イノベーション戦略 2025 

基盤技術分野：AI技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、 

フュージョンエネルギー 

応用分野：  環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、 

農林水産業、デジタル社会・インフラ 

 

その他、国は不安定化する世界情勢の中で、「経済安全保障」という概念のもと、平

和と安全、経済的な繁栄等の国益を経済上の措置を通じて確保することとしており、特

に国内で安定的な供給を図ることを目的に特定重要物資の指定を行っている。 

大阪府としても、こうした国の取組みに準拠した施策を講じるべきである。 

 

◆経済安全保障推進法で指定される特定重要物資 

半導体（半導体素子及び集積回路）、先端電子部品（コンデンサー及びろ波器）、ク

ラウドプログラム（高度な電子計算機）、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機

械及び産業用ロボット、航空機の部品、蓄電池、可燃性天然ガス、金属鉱産物、船舶

の部品 

 

以上を踏まえまず、改めて国戦略の重要分野を見ると、応用分野の中には、現行制度

で支援対象としているライフサイエンスの取組に通じる「健康・医療」や、新エネルギ

ーに留まらず、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルに資

する取組として「環境エネルギー」が掲げられているところ。 
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また、これからの大阪の成長を支えるとともに、イノベーションを創出する源泉とな

るスタートアップでも、ライフサイエンスの取組が進んでいるとともに、カーボンニュ

ートラルの取組が活発化している。（資料編２ 11頁参照） 

民間で実用化が進められている技術としても、e-メタンやペロブスカイト太陽電池と

いった新エネルギー分野における取組が挙げられる一方で、放射冷却素材や CO2の削減

に寄与する CO2吸収コンクリートなどといった、カーボンニュートラルに資する技術に

ついても産業化の可能性が期待されている。 

支援対象分野の検討に当たっては、これまでの支援の流れを踏まえる必要があるた

め、現行制度における対象分野を基本としつつ、追加拡充すべき分野を検討すべきと考

える。このため、「ライフサイエンス分野」については、引き続き支援を継続するとと

もに、「新エネルギー分野」については、「カーボンニュートラル分野」に支援の幅を

広げることが適当と考える。 

また、国戦略の「基盤技術分野」や、スタートアップでも取り組まれている「ものづ

くり/素材分野」（資料編２ 11頁参照）は、国戦略の応用分野に含まれる宇宙分野や、

ウェルビーイングな働き方や人手不足対策にもつながるロボット産業、万博でも披露さ

れている先端モビリティなど、今後の広がりが期待できる様々な産業の基盤となる分野

であり、こうした新たな産業の育成・定着に加え、地域の既存産業の裾野の広がりや、

波及などが期待できるとともに、クライメートテックへの貢献も考えられる。 

このため、基盤技術のうち、革新的な製品等に関する研究開発・製造や、従来の性能

を飛躍的に向上させる製品等に関する研究開発・製造といった「イノベーションの創出

に資する先端的な基盤技術分野」についても支援対象とすべきである。 

なお、先端的な基盤技術の範囲は広いため、支援範囲については、国戦略の「基盤技

術分野」や経済安全保障推進法で指定されている特定重要物資を参考にすることが適当

である。その中でも、企業が立地場所を検討する上で、専門人材とのマッチングが期待

できるか、共同研究先の候補となる大学や研究機関が存在するか、協業できる関連企業

が存在するかといった点は重要な要素になると考えられる。このため、在阪大学などに

おいて先端的な研究が進められている基盤技術や、企業が大阪に製造拠点を有している

基盤技術などといった、大阪の強みを活かせる基盤技術を支援すべきである。これに加

えて、多様な産業の集積につなげるため、多くの分野において活用が期待できる基盤技

術も支援すべきである。 

具体的には、府内において大型投資が進んでいるとともに人手不足対策としても注目

されている「AI技術」、在阪大学において人材育成や実用化に向けた研究が進められて

いる「量子技術」が挙げられる。（基盤技術分野のうち、バイオテクノロジーはライフサ

イエンス分野及びカーボンニュートラル分野での対応が考えられる。またフュージョン

エネルギーはカーボンニュートラル分野での対応が考えられる。） 

その他、経済安全保障推進法において特定重要物資に指定される項目のうち、カーボ

ンニュートラル分野やライフサイエンス分野に加え、鉱物やエネルギーの他、特定分野

に特化した技術を除き、多様な先端産業の基盤になるとともに、在阪企業が製造拠点を

有しているなど大阪の強みを活かせる技術として「半導体（半導体素子及び集積回路）」

や「先端電子部品（コンデンサー及びろ波器）」に加え、さまざまな分野の技術革新や新
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製品開発を支える「センサ」といった「産業用電子機器」を支援対象とすべきである。

（資料編３ 12頁～19 頁参照） 

 以上をまとめると、ライフサイエンス分野については、引き続き支援を継続し、新エ

ネルギー分野については、カーボンニュートラル分野に拡充すべきである。また新たな

支援対象として、イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術分野≪AI技術、量子

技術、産業用電子機器〔半導体（半導体素子及び集積回路）・先端電子部品（コンデン

サー及びろ波器）・センサ〕≫を追加すべきである。 

 

② 成長特区区域の指定要件について見直しを行うべきである 

成長特区区域内で研究・開発された先端技術を実際に商品化する際は、ものづくり企

業との連携が不可欠となる。一方、成長特区区域の産業用地が限られるため、こうした

連携企業は区域外で立地・投資をせざるを得ず、成長特区として今後の広がりが期待で

きない。 

例えば、既存の成長特区区域の一つである、未来医療国際拠点区域（中之島）で取り

組まれている再生医療では、大量に細胞培養が必要になった際に対応可能な設備がない

ため、周辺のものづくり産業と連携するなど、新しい産業領域を構築することが考えら

れることからも、ネットワーク型で産業集積を進めることも必要と考える。具体的に

は、現行制度では面的支援（立地場所に着目した集積）に限定しているが、昨今の通信

インフラの発達により、企業間でのコミュニケーション手段が多様化している点を踏ま

えると、今後はネットワーク的な動き（企業間の事業関連性に着目した集積）も支援し

ていくべきと考える。 

このため、成長特区区域における取組と密接な関わりがある府内投資についても支援

できるよう成長特区区域の指定要件を見直すべきであり、こうした見直しは、地元市町

村との十分な連携を前提としつつも、今後活用可能となる産業用地（彩都東部など）に

おいて、効果が期待できるのではないかと考える。 

また、現行制度では成長特区区域の指定要件の一つとして、中核となる研究開発等の

機関の存在を規定しており、これまでに実施された成長特区区域の追加では、ライフサ

イエンスに関する国や民間の研究機関をもって指定されたところ。 

一方、堺市のベイエリアではデータセンターの整備が予定されているが、こうした施

設を拠点に今後、光電融合による光技術の集積につながる可能性が考えられるととも

に、他県では、企業の大型投資が地域経済を大きくけん引するような事例も生じてお

り、こうした点を踏まえると、企業が地域の中核となりうる場合もあり得ると考える。

既存の成長特区区域に残された産業用地が限定的な中、さらなる成長産業の集積には、

新たな成長特区区域の指定が必要と考えるが、中核となる研究開発等の機関の要件につ

いて、現状に即した柔軟な運用を求める。 
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４．産業集積促進税制及び府内投資促進補助金について 

（１）現状について 

 両制度は、府内企業の転出超過の状況が続く中、住工混在の解消による環境改善に着

目し、既存工業集積地の維持・発展に向け、企業の府外流出に歯止めをかけるととも

に、地域経済の活性化や雇用の確保を図るため、まちづくりの主体である市町村と連携

し、産業集積を促進することを目的として設けられた。 

両制度とも、市町村長の申出により知事が指定する産業集積地域を優遇制度の対象と

するとともに、中小企業に限定した支援策として実施されている。 

  産業集積地域は令和７年６月末時点で 18市町 86地域あり、同地域内において過去 10

年間で税制は延べ 175 件、補助金は 79件の実績があるほか、市町村へのアンケートにお

いても企業集積が促進・維持できているとの回答を得るなど、同地域内での産業集積が

促進されたものと考えられる。（資料編４ 19 頁参照） 

 

（２）課題について 

両制度の課題として、大きく３点考えられる。 

① 地域要件について 

これまでの取組によって、産業集積地域内における工場の集積が促進された一方、地

区計画の策定を求めている準工業地域については、既に住工混在の状況があるなどで計

画策定のハードルが高いこともあり、市町村長からの地域指定の申出が限定的な状況に

ある。産業集積の維持・促進のためには、府の支援を合わせて活用することが有効であ

るにもかかわらず、産業集積地域を有している 18市町のうち、産業集積地域と市町の優

遇制度対象地域が合致しているのは１市のみであり、他の 17市町は、準工業地域を優遇

制度の対象としているものの、地区計画の策定を要件としている産業集積地域の対象に

はならず、市町村が独自に講じている企業立地の優遇措置でしか投資を支援できていな

い地域が多く存在している。（資料編５（１）20頁参照）さらに、産業集積地域を有し

ていない 10 市町が独自に優遇措置を講じている。 

こうした状況から、府全体の市街化区域における工業専用地域、工業地域及び準工業

地域に占める産業集積地域の指定割合は、工業専用地域及び工業地域の約 50％に対し、

準工業地域は約１％に留まっており（資料編５（２）20頁参照）、現行制度において準

工業地域における産業集積の維持・促進に課題があると考えられる。 

また、地域の特性を活かした付加価値の高い事業を促進し、地域の成長発展を支援す

る地域未来投資促進法の目的に基づき、府内市町村において、同法によるインセンティ

ブを活用し、地域経済をけん引する企業の立地を促進しようとする動きが見られるが、

こうした地域も現行制度においては府の支援対象となっておらず、市町村のまちづくり

施策やニーズに十分対応できないケースが生じている。 

 

② 対象企業について  

現行制度では中小企業のみを対象としている。一方、令和６年９月に施行された改正

産業競争力強化法において、常用雇用者数 2,000 人以下の中小企業を除く会社及び個人

が中堅企業として新たに定義づけされた。国の資料にも挙げられているが、中堅企業は
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我が国に約９千者存在し、企業数では全体の約 0.3％に過ぎないものの、雇用者数では

全体の約 11％、売上高では全体の約 20％と、日本経済全体において一定の割合を占め

ており、経営の高度化や商圏の拡大・事業の多角化といったビジネスの発展が見られる

段階の企業群として、成長型経済への移行を牽引するポテンシャルを有しており、 

地域経済の牽引役として期待されている。また、府が令和６年度に府内の中堅企業を

対象に行った調査においても、全体の７割以上が売上高 100億円を超えているほか、９

割の中堅企業が部素材等を府内中小企業から調達している（資料編６（１）（２）21頁

参照）などの取引関係を有していることに加え、人材育成や技術指導などの経営支援を

行うケースもみられるとの状況が明らかとなっている。しかしながら、現行制度はこの

ように府経済の中でも重要な立ち位置を占めている中堅企業が制度の対象外となってい

る。 

 

③ 府内投資促進補助金における雇用要件について 

府内投資促進補助金は、補助金申請の時点と操業時点で府内常用雇用者の総数が減少

しないことを要件としているが、現在、多くの企業は深刻な人手不足や生産性向上に向

けた設備投資によって、自動化・省力化を進めていくことが避けられない状況にある。 

制度を設けた頃とは企業を取り巻く経営環境も大きく変化しており、企業の事情によ

っては、現行の雇用要件が厳しく、再投資により地域で頑張ろうとする企業が制度を利

用できない恐れがある。 

 

（３）制度見直しにおいてめざすべき方向性について 

事務局からの説明を踏まえ、審議会として両制度の見直しにおいてめざすべき方向性

は以下のとおりと考える。 

 

 ① 産業集積地域の指定要件の見直しを行うべきである 

  産業集積地域と市町村の優遇制度の対象地域との整合状況を踏まえると、地区計画の

策定を要件としている準工業地域については、まちづくりの主体として産業集積の維

持・促進を図ろうとする市町村との連携を一層深化させ、府として効果的に産業集積を

図っていくため、集積促進の指定要件を見直すべきである。 

  また、市町村が地域未来投資促進法に基づき企業立地を促進する区域（市街化調整区

域及び農地）についても、府として連携して支援できるように産業集積地域の指定を可

能とすべきである。 

 

 ② 対象に中堅企業を追加すべきである 

  府調査の結果などを踏まえると、地域経済を牽引する中堅企業の存在・役割は大きい

ものと考えられる。現在指定している産業集積地域内においても、既に一定数の中堅企

業の工場が存在し、その大半が府内中小企業から調達を行っている。また、立地先の選

定理由について、「交通アクセス」や「用地面積」等に次いで「取引先の近接性」が重

視されており（資料編６（３）21頁参照）、こうした状況を踏まえれば、中堅企業のサ
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プライチェーンに連なる府内ものづくり中小企業の振興につなげるため、制度の対象に

中堅企業を追加し、支援を行うべきである。 

  なお、制度の見直しに当たっては、中堅企業を対象に追加することで、中小企業への

支援にマイナスの影響が生じないよう、支援に必要となる予算の確保等について留意す

る必要がある。 

 

③ 府内投資促進補助金における雇用要件について柔軟な取り扱いを検討すべきである 

府内投資促進補助金は、補助金申請の時点と操業時点で府内常用雇用者の総数が減少

しないことを要件としているが、近年、多くの企業が人材不足への対応を含め、生産性

向上による経営力強化のため、自動化・省力化に取り組むことが不可避な状況にあり、

雇用の確保を補助金交付の要件とすることが難しくなりつつある。 

しかし、産業集積の優遇施策を行う目的として雇用の確保は無視できないものである

とともに、現在規定している雇用要件を除外することが、雇用の減少を行政として容認

するようなメッセージとして受け取られることのないよう配慮する必要がある。そのた

め、現状の雇用に関する要件は維持しつつ、自動化・省力化や人手不足の状況を踏まえ

た柔軟な取扱いについて検討すべきである。 

なお、要件化は求めないが、今日的課題とされる人材確保・育成に資する、働き続け

られる職場環境づくりについて、その取組状況を確認することも重要であるということ

を申し添える。 

 

 

５．おわりに 

企業立地優遇制度を通じた産業集積は、大阪がこれからも持続可能な成長を続けるた

めには、重要な要素の一つと言えるものであり、今回、成長産業のさらなる集積に向け

た「成長特区税制」や、中小・中堅企業の集積に向けた「産業集積促進税制」、「府内

投資促進補助金」について答申を行ったところ。 

一方、企業の投資動向や支援が必要となる分野は、急速な技術革新に加え、経済安全

保障の観点から、日々変化するものと考えられるため、現状に即した支援に向け、今後

も必要に応じ、適宜、見直しについて検討されたい。 

また、本審議会の議論において、企業立地施策の効果的な運用には、まちづくりの主

体となる市町村との連携が不可欠であることが確認された。このため、新たな企業立地

優遇制度の運用にあたっては、市町村との連携についても十分意識して取組を進めても

らいたい。 
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１．成長特区区域の指定状況 

制度創設以降、25社の成長産業事業計画を認定（うち５件認定取消、１件事業廃

止）。現時点の成長特区区域における分譲可能用地は約 1.6haを残すのみとなって

いる。 

（単位：ha、件） 

成長特区区域 区域指定時の面積 現状の分譲可能面

積 

認定件

数 

彩都西部地区 95.9 無し 6 

大阪大学吹田キャンパス、国

立循環器病研究センター 
107.8 無し 2 

大阪駅周辺（うめきた等） 84.6 無し 4 

夢洲・咲洲・阪神港 1,165.8 無し 6 

大阪公立大学なかもずキャン

パス 
－ 無し － 

京都大学複合原子力科学研究

所 
32 無し － 

関西国際空港 111.8 無し 1 

北大阪健康医療都市（健都）

区域 
8.4 1.6 3 

未来医療国際拠点区域（中之

島） 
0.86 無し 3 

計 1,607.16 1.6 25 

 

 

 

２．スタートアップの取組 

スタートアップの取組を見ると、ライフサイエンス、カーボンニュートラル、もの

づくり/素材分野の取組が活発化している。 

J-Startup KANSAI の選定企業の取組 ※J-Startup KANSAI：国が認定するスタートアップ機関   

 現行制度で支援対象となる可能性 

医工/バイオ/ヘルスケア（26件） 24 件 

（ライフ） 

１件 

（対象外） 

１件 

（要検証） 

環境/エネルギー（16件） ６件 

（新エネ） 

７件 

（CN） 

３件 

（要検証） 

ものづくり/素材（13件） ４件 

（新エネ） 

７件 

（対象外） 

２件 

（要検証） 

【J-Startup KANSAI の HP をもとに府作成】 
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３．イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術の可能性 

（１）ＡＩ技術 

①ＡＩ技術の活用領域の広がり 

 
（出典）第 4 回産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会（経済産業省） 

事務局説明資料（イノベーションの創出に向けた先端基盤技術（量子・AI）戦略について） 

 

②在阪大学の主な取組 

大阪大学  ：大阪大学産業科学研究所を構成する３研究部門（※）と産業科学ナノ

テクノロジーセンターにそれぞれ対応したＡＩ導入研究分野とビッグ

データファクトリーからなる産業科学ＡＩセンターを設置 

（2019 年 4月） 

※第１研究部門（情報・量子科学系）、 

 第２研究部門（材料・ビーム科学系）、 

第３研究部門（生体・分子科学系） 

大阪公立大学：健康科学イノベーションセンター 人工知能部門において、医療とＡ

Ｉの両方を深く理解できる人材を育成しつつ、研究を実施 

       また、ドイツ人工知能研究センター（DFKI）と連携協定を締結し、 

              ドイツ国外初となる DFKI Labを大阪公立大学内に開設 

       ※DFKI 内にも大阪公立大学の拠点を開設 

関西大学、大阪工業大学、追手門学院大学等でもＡＩ人材の育成に向けた取組を実施 

（出典）各大学のＨＰより抜粋 

 

③ＡＩ技術の市場規模 

・世界のＡＩ市場規模（売上高）は、2024 年には 1,840億ドル、2030年には 8,267

億ドルまで拡大すると予測されている。 



13 

 

・日本のＡＩシステム市場規模（支出額）は、2024年に 1兆 3,412 億円（前年比

56.5％増）となっており、今後も成長を続け、2029年には 4兆 1,873億円まで拡

大すると予測されている。 

（出典）令和７年度版情報通信白書（総務省） 

（２）量子技術 

①量子技術の確立に向けた国の動き（めざす姿） 

・国では、量子技術イノベーション戦略、量子未来社会ビジョン及び量子未来産業

創出戦略を策定し、2030年に向けた目標を設置。 

 
（出典）量子未来産業創出戦略概要（内閣府） 

 

（参考）未来社会における量子技術の重要性 

 

（出典）量子エコシステム構築に向けた 推進方策概要 量子技術イノベーション会議（R7.5.30）（内閣府） 
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②在阪大学の主な取組 

【大阪大学：量子生命研究センター】 

・大阪大学では、2018 年に量子情報・量子生命研究部門を設置。その後、量子情

報・量子生命研究センターに発展的改組（2021年 4月） 

・同センターでは、量子コンピューティング、量子情報デバイス、量子通信・セキ

ュリティ、量子計測・センシング、量子生命科学、量子情報融合の 6つの研究グ

ループを構成し、それぞれの分野の研究を発展させるとともに、学際融合研究を

推進。また、国際的な量子イノベーション拠点として、海外の研究拠点との交流

の推進や人材育成、社会実装に取り組んでいる。 

【量子ソフトウェア研究拠点（ＱＳＲＨ）】※大阪大学：量子生命研究センター内に設置 

・「量子ソフトウェアによる社会課題解決基盤の確立」を目標に、機械学習、数理

データ科学、金融、材料、化学、物性、科学フロンティアなどのアプリケーショ

ン開発とユースケース探索・人材育成により「量子ソフトウェアの社会実装と普

及」を推進。 

・量子ミドルウェアと量子・古典ハイブリッドクラウド環境を開発して、内外の量

子コンピュータ実機と高速シミュレータをシームレスに用いることのできる自立

的な開発環境「量子ソフトウェア開発プラットフォームの構築」を行っている。 

（出典）各機関のＨＰより抜粋 

 

  （参考）国における量子技術イノベーション拠点の全体像とＱＳＲＨの位置づけ 

（出典）量子未来産業創出戦略 概要（内閣府） 

 

③量子技術の市場規模 

・2040年の量子コンピュータ関連の世界市場規模は、ハードウェアで 10兆円から 

19兆円、ソフトウェアで 40兆円から 75 兆円の規模と予測されている。 

（出典）量子未来社会ビジョン（内閣府） 
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（３）産業用電子機器（半導体関連） 

①半導体の重要性（経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に指定） 

 
（出典）半導体施策について（経済産業省） 

 

②コンデンサーの重要性（経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に指定） 

 

（出典）経済安全保障推進法に基づく重要物資の安定的な供給の確保に向けた 

各特定重要物資に関するサプライチェーンの分析と取組内容（内閣府） 
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③ろ波器の重要性（経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に指定） 

 

（出典）経済安全保障推進法に基づく重要物資の安定的な供給の確保に向けた 

各特定重要物資に関するサプライチェーンの分析と取組内容（内閣府） 

 

④在阪企業の取組 

・大手半導体製造企業が、半導体の設計を行う拠点として日本国内に 2か所設置し

ている半導体デザインセンターの一つが大阪に立地 

・半導体の試験装置の開発・製造や、設計段階から量産後まで品質評価を行う企業

も存在 

・電子部品業界の中でも、コンデンサーに特化した製品を展開し、国内外の需要に

応える企業が大阪に複数存在 

・グローバルな規模でＳＡＷ、ＢＡＷフィルタの開発製造を行っている企業の製造

拠点が大阪に存在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

⑤半導体の市場規模 

 
（出典）半導体・デジタル産業戦略の現状と今後（経済産業省） 

 

 ⑥コンデンサーの市場規模 

 
（出典）半導体・デジタル産業戦略（経済産業省） 
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⑦ろ波器の可能性 

経済産業省：先端電子部品に係る安定供給確保を図るための取組方針（抜粋） 

〇ＳＡＷ（弾性表面波）フィルタ 

 ＳＡＷフィルタは、主に３ＧＨｚ以下の帯域で用いられる高周波フィルタであり、

５Ｇ通信や無線ＬＡＮを始めとした通信を行う様々な機器で用いられる。３ＧＨｚ

以下には、障害物があっても回折して電波が届きやすいため重宝されているプラチ

ナバンド（700ＭＨｚ～900ＭＨｚの周波数帯域を中心とした電波帯域）も含まれて

おり、今後の通信量の拡大に伴って、需要は少しずつ拡大していく見込みである。 

〇ＢＡＷ（バルク弾性波）フィルタ 

ＢＡＷフィルタは、主に３ＧＨｚ以上の帯域で用いられる高周波フィルタであり、

ＳＡＷフィルタと同様に、５Ｇ通信や無線ＬＡＮを始めとした様々な通信機器で用

いられる。今後の通信は既存の帯域よりも、高周波方向に使用帯域が拡大するた

め、当該帯域の周波数をピンポイントで抽出するＢＡＷフィルタの市場は激増して

いく見込みである。 

 

（４）産業用電子機器（センサ） 

①センサの活用領域 

 

（出典）センシング技術の普及とこれからの社会 

一般社団法人次世代センサ協議会 

 

②大阪の強み 

・新たに生み出す商品の約 7 割が「世界初」「業界初」である企業の本社が 

 大阪に存在 
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③センサの市場規模 

   
（出典）IOT 社会実現のための革新的センシング技術開発（中間評価） 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

 

 

４．産業集積促進税制・府内投資促進補助金の実績（H27～R6） 

産業集積地域内において過去 10年間で税制は延べ 175件、補助金は 79件の実績が

あるなど、同地域内での産業集積が促進されたものと考えられる。 

年度 

産業集積促進税制 

（土地、家屋合計） 
府内投資促進補助金 

件数 軽減額 件数 補助額 

H27 21 件 1 億 9,268 万円 8 件 1 億 7,972 万円 

H28 11 件 501 万円 8 件 1 億 8,163 万円 

H29 24 件 1 億 177 万円 6 件 1 億 3,898 万円 

H30 25 件 6,399 万円 12件 3 億 2,969 万円 

R 1 18 件 4,414 万円 14件 3 億 2,525 万円 

R 2 12 件 5,163 万円 11件 3 億 3,000 万円 

R 3 11 件 4,448 万円 8 件 2 億 4,000 万円 

R 4 29 件 9,863 万円 7 件 1 億 9,560 万円 

R 5 22 件 7,140 万円 3 件 9,000 万円 

R 6 2 件 1,372 万円 2 件 6,000 万円 

計 175 件 6 億 8,745 万円 79件 20億 7,087 万円 
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５．産業集積促進地域の要件 

（１）市町村優遇措置と産業集積促進地域の関係性 

府 17市町は産業集積地域と市町村優遇制度の対象地域が一致していないため、 

市町村が独自に講じている企業立地の優遇措置でしか投資を支援できていない。 

 

優遇制度を有す

る 

２８市町 

産業集積促進 

地域を有する 

１８市町 

地域が一致している 

１市 

地域が一致していない 

１７市町 

産業集積促進地域がない 

１０市町 

優遇制度がない  

１５市町村 

（出典）大阪府商工労働部調べ  

 

（２）府内工業系用途地域における産業集積促進地域の指定状況 

府全体の府内工業系用途地域における産業集積地域の指定割合は、工業専用地域

及び工業地域の約 50％に対し、準工業地域は約１％に留まっている。 

  

産業集積促進地域 

 指定件数・面積 府内用途地域面積 

(ha)② 

産業集積促進地域 

指定割合 

（①/②） 件数 面積(ha)① 

工業専用地域 12 2600.7 5,143.1 50.6% 

工業地域 61 1607.6 3,289.0 48.9% 

準工業地域 8 189.8 17,275.5 1.1% 

工業専用・ 

準工業地域 
1 12 ー ー 

工業・準工業地域 4 100.2 ー ー 

合計 86 4510.3 25,707.6 17.5% 

（出典）産業集積促進地域 指定件数・面積は、府の指定実績より集計 府内用途地域面積は、令和 6 年度大阪府統計年鑑より抜粋。 
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６．中堅企業 

（１）府内中小企業との関係性 

府内の親会社を有しない中堅企業において、９割が部素材等を府内中小企業から

調達している。 

 

※各種の経営支援には、人材育成・確保や技術、資金、事業承継に関する支援が含まれる。 

※独立型は、親会社がない中堅企業を指す。 

 

（２）中堅企業の売上規模   

府内の親会社を有しない中堅企業において、全体の７割以上が売上高 100億円を

超えている。 

 
（出典）大阪産業経済リサーチセンター「中堅企業の経営状況に関する実態調査」  

 

（３）中堅・中小企業の投資先（地域）選定理由   

立地先の選定理由について、「取引先の近接性」が重視されている。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）日本商工会議所「地域経済を牽引する中堅・中小企業における投資動向調査結果 
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